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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.4. 検討経緯：医療扶助独自に導入するチェック項目の検討

前頁の続き。

項目名 医療保険で行われているチェック要件 医療扶助におけるToBe

指定医療機関
コード

ー（実施されていない） 医療券情報の「指定医療機関コード」に医療機関等マス
タに存在する医療機関コードが設定されていること。

調剤券情報の「指定医療機関コード」に医療機関等マス
タに存在する医療機関コードが設定されていること。

• 不適切なデータが登録された際に業務への影響が大きいと想定される項目に対する適切性を担保するための
チェックとしては、医療機関コード（項目名としては指定医療機関コード）の存在チェックが該当する認識。
※医療券/調剤券にて設定された医療機関コードを、医療機関等マスタ（全ての医療機関等が管理されたマ
スタ（オン資導入有無を問わない））と突合し、設定された医療機関等が実際に存在するかを確認するチェ
ックを想定。
※オン資対応医療機関マスタとのチェックは実装しない想定。
（オン資未対応の医療機関に対する医療券/調剤券が登録できない課題が発生するため）。

• 現行の中間サーバにおいて医療機関コードの存在チェックは実装されていないため、独自改修となる。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.5. 検討経緯：医療扶助の健診情報のデータ項目

検討経緯

• 医療扶助のオンライン資格確認において連携する健診情報のデータ項目は、医療保険の特定健診のデータ項
目と足並みを揃える前提。

• 一方で、75歳以上の被保護者については、特定健診の質問票ではなく、後期高齢医療制度の質問票を使
用することが制度として推奨されているため、後期高齢医療制度の質問票も連携項目に含めることを検討中。
⇒ 見積もりに含め、支払基金から受領した改修費用の規模感等を確認したうえで、最終決定する方針。

医療保険の特定健
診情報のデータ項
目（75歳未満）

？

75歳以上に
対する健診項
目FIX

医療扶助の健
診項目（75
歳未満）

オン資対象外
⇒OK！ オン資対象外

⇒OK！

質問票部分(15
項目)
⇒オン資対象とす
るかについて検討

健診情報のデータ項目
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.5. 検討経緯：医療扶助の健診情報のデータ項目

• 医療扶助の健診情報は特定健診等データ収集システムを経由してオンライン資格確認等システムに連携する
前提。

• 一方で、後期高齢者医療制度の健診情報は特定健診等データ管理システムから連携している。
⇒収集システム経由で「特定健診のデータ項目＋後期高齢医療の質問票」を連携する場合、改修規模が大
きくなる可能性がある旨、支払基金側よりご指摘あり。

健診情報の連携経路

参考：厚生労働省_特定健診データ等の保険者間の引継ぎ、マイナポータルを活用した特定健診データ等の閲覧について_https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000610528.pdf



93

3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.5. 検討経緯：医療扶助の健診情報のデータ項目

（参考）後期高齢医療制度の質問票

参考：厚生労働省_後期高齢者医療制度の健診において使用している質問票の変更について_https://www.mhlw.go.jp/content/000583196.pdf
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.6. 検討経緯：自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグの扱い

医療扶助のオンライン資格確認において、自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグをどのように扱うか（どのようなロジックで情報提
供可否・制御の判断を行うか）を検討する必要がある。

検討事項・対応方針

検討事項 • 自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグについて、どのようなロジックで情報提供可否・制御の判断を行うか。

背景/対応方針

＜背景＞

• 医療保険のオンライン資格確認では、自己情報提供不可フラグは最新保険者の設定値で情報提供可否を判断し、不
開示該当フラグは過去いずれかの保険者で1つでもフラグが有効な場合、その後も情報提供を制御する仕様となっている。

• 自己情報提供不可フラグにおける「最新の保険者」は、被保険者証情報の「有効開始年月日」「有効終了年月日」を
もとに判断している。

＜対応方針＞

（医療扶助単独の場合）

• 自己情報提供不可フラグ：医療保険と同様に、最新の福祉事務所の設定値で情報提供可否を判断する。一方で、
「最新の福祉事務所」は加入者資格情報の「資格取得年月日」「資格喪失年月日」をもとに判断する。

• 不開示該当フラグ：医療保険と同様に、過去いずれかの福祉事務所で1つでもフラグが有効な場合、その他の福祉事
務所でも情報提供を制御する。

（医療保険/医療扶助併用の場合）

• 自己情報提供不可フラグ：最新の保険者・福祉事務所のどちらか一方でもフラグが設定されている場合、情報を提供
しない。

• 不開示該当フラグ：医療保険と同様に、過去いずれかの保険者・福祉事務所で1つでもフラグが有効な場合、その他の
保険者・福祉事務所でも情報提供を制御する。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.6. 検討経緯：自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグの扱い

（参考）医療保険オン資におけるAs-Is

参考：厚生労働省_オンライン資格確認等システムに関する運用等に係る検討結果について（令和3年4月版）_https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000726675.pdf

⇒医療保険では不開示該当フラグ・自己情報提供不可フラグを設定することで、連携・閲覧できるデータの制御を
行っている。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.6. 検討経緯：自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグの扱い

（参考）医療保険オン資におけるAs-Is

⇒現行、自己情報提供不可フラグは、最新保険者の設定値で情報提供可否を判断し、不開示該当フラグは過去
いずれかの保険者で1つでもフラグが有効な場合、その他の保険者でも情報開示を制御する仕様となっている。

• 医療保険・医療扶助併用の被保護者の存
在も考慮して、自己情報提供不可フラグの
設定及びその制御内容の検討が必要。

参考：厚生労働省_オンライン資格確認等システムに関する運用等に係る検討結果について（令和3年4月版）_https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000726675.pdf
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.6. 検討経緯：自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグの扱い

自己情報
取得API

紐付番
号

保険者番
号

記号番号枝番 自己情報提供
不可フラグ

1 C 789 1

初回登録（87番利用）

結果：回答無し

紐付
番号

保険者
番号

記号番号
枝番

有効開始年
月日

有効終了年月
日

自己情報
提供不可

フラグ

1 A 123 2019/4/1 2020/3/31 0

1 B 456 2020/4/1 2021/3/31 0

1 C 789 2021/4/1 1

【医療保険単独（AsIs）】

自己情報
取得API

紐付
番号

保険者
番号

記号番号
枝番

資格取得
年月日

資格喪失
年月日

自己情報提
供不可フラ

グ

1 D 111 2018/4/1 2022/3/31 0

1 E 999 2022/4/1 1

【医療扶助単独（ToBe）】

結果：回答無し

紐付番
号

保険者番
号

記号番号枝番 自己情報提供
不可フラグ

1 E 999 1

• 被保険者証情報の「有効開始年月日」が最新の保険者に設定されているフラグの設定値にて、情報提供可否を判断している。
※現在加入している保険者のみで判断可能。

初回登録（87番利用）

• 加入者資格情報の「資格取得年月日」が最新の福祉事務所に設定されているフラグの設定値で情報提供可否を判断する。
※現在加入している福祉事務所のみで判断可能。
※医療扶助の場合、医療扶助が認定された被保護者しか医療券/調剤券情報がテーブルに無いため、医療券/調剤券情報の「有
効開始日」だと検出できないケースが存在。
よって、加入者資格情報の「資格取得年月日」をもとに最新を判断する。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.6. 検討経緯：自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグの扱い

自己情報
取得API

紐付
番号

保険者番
号

記号番号枝
番

自己情報提
供不可フラグ

1 E 999 0

初回登録（87番利用）

結果：E 999

【併用（ToBe）案2（廃案）】
紐付
番号

保険者
番号

記号番号
枝番

有効開始年
月日

有効終了年月
日

自己情報提
供不可フラ

グ

1 A 123 2019/4/1 2020/3/31 0

1 B 456 2020/4/1 2021/3/31 0

1 C 789 2021/4/1 1

紐付
番号

保険者
番号

記号番号
枝番

資格取得
年月日

資格喪失
年月日

自己情報提
供不可フラ

グ

1 D 111 2018/4/1 2020/3/31 0

1 E 999 2022/4/1 0

• 保険者・福祉事務所の中で最新の設定値のみで判断する。
⇒前保険者等の更新漏れに影響されないものの、業務誤りがある場合DV
被害者の情報が見られてしまうため、採用しない。

自己情報
取得API

紐付
番号

保険者番
号

記号番号枝
番

自己情報提
供不可フラグ

1 C 789 1

初回登録（87番利用）

結果：回答無し

【併用（ToBe）案1（採用案）】
紐付
番号

保険者
番号

記号番号
枝番

有効開始年
月日

有効終了年月
日

自己情報提
供不可フラ

グ

1 A 123 2019/4/1 2020/3/31 0

1 B 456 2020/4/1 2021/3/31 0

1 C 789 2021/4/1 1

紐付
番号

保険者
番号

記号番号
枝番

資格取得
年月日

資格喪失
年月日

自己情報提
供不可フラ

グ

1 D 111 2018/4/1 2020/3/31 0

1 E 999 2022/4/1 0

• 最新の保険者・福祉事務所のどちらか一方でもフラグが設定されている場合、
情報を提供しない。
⇒前保険者の更新漏れ等により情報が見られなくなる可能性があるものの、
業務誤りによりDV被害者の情報が見られることが無いため、本案を採用。
（DV被害者の情報が見られてしまうケースを何より低減することに重きを置く
方針は、支払基金様とも合意が取れている。）
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.6. 検討経緯：自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグの扱い

QA206（一部加筆）

以下、回答についての確認となります。

※過去に医療保険・医療扶助の資格情報を両方有しており、処理時点で両方の資格を喪失している場合は、医療
保険・医療扶助の最新の資格情報の”資格取得年月日”を比較し、”資格取得年月日”がより新しい制度の資格情
報に紐づく自己情報提供不可フラグに基づき情報提供可否を判断する。

（例1）医療保険（喪失済み、資格取得年月日“2022-04-01”）

医療扶助（喪失済み、資格取得年月日“2022-03-01”）
⇒医療保険の資格情報に紐づく自己情報提供不可フラグに基づき情報提供可否を判断する。

－－－

（例2）①医療保険者 取得日：5/1 喪失日：6/1 フラグ：提供可

②福祉事務所 取得日：4/1 喪失日：7/1 フラグ：提供不可

例において、上述仕様で資格取得年月日”がより新しい制度の資格情報とした場合、
6月末時点は、②の福祉事務所は喪失していないので、②のフラグが採用されます。
7月になったら、①のフラグが採用されます。

弊社「補足資料（項番191）生活保護を含む初回紐付_20220628.pptx」の４スライドでは、
喪失日が大きい制度とさせて頂いていました。どちらの仕様とするか今一度確認をお願いいたします。

本PJTの対応方針（案）

⇒新しい資格情報が登録されていない（有効な資格情報がない）にも関わらず、資格喪失の処理前後で情報提
供可否が異なる状況（次頁を参照）を回避するため、医療保険、医療扶助両方の資格を喪失している場合は、
資格情報の”資格喪失年月日”を比較し、”資格喪失年月日”がより新しい制度の資格情報に紐づく自己情報提
供不可フラグに基づき情報提供可否を判断する。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.6. 検討経緯：自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグの扱い

（例2）※前頁と同様

①医療保険者 取得日：5/1 喪失日：6/1 フラグ：提供可

②福祉事務所 取得日：4/1 喪失日：7/1 フラグ：提供不可

5月：提供不可（両方有効）

6月：提供不可（②のみ有効）

7月：提供可（両方無効） → “資格取得年月日”で比較した場合（①を採用）

7月：提供不可（両方無効） → “資格喪失年月日”で比較した場合（②を採用）

（例3）

①医療保険者 取得日：5/1 喪失日：6/1 フラグ：提供不可

②福祉事務所 取得日：4/1 喪失日：7/1 フラグ：提供可

5月：提供不可（両方有効）

6月：提供可（②のみ有効）

7月：提供不可（両方無効） → “資格取得年月日”で比較した場合（①を採用）

7月：提供可（両方無効） → “資格喪失年月日”で比較した場合（②を採用）
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.7. 検討経緯：特定健診情報提供に係る本人同意フラグの扱い

参考：厚生労働省_特定健診データ等の保険者間の引継ぎ、マイナポータルを活用した特定健診データ等の閲覧について_https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000610528.pdf
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.7. 検討経緯：特定健診情報提供に係る本人同意フラグの扱い

参考：厚生労働省_特定健診データ等の保険者間の引継ぎ、マイナポータルを活用した特定健診データ等の閲覧について_https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000610528.pdf
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.7. 検討経緯：特定健診情報提供に係る本人同意フラグの扱い

参考：厚生労働省_特定健診データ等の保険者間の引継ぎ、マイナポータルを活用した特定健診データ等の閲覧について_https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000610528.pdf
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.7. 検討経緯：特定健診情報提供に係る本人同意フラグの扱い

参考：厚生労働省_特定健診データ等の保険者間の引継ぎ、マイナポータルを活用した特定健診データ等の閲覧について_https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000610528.pdf
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.8. 検討経緯：受給者番号の一意性の確保

参考：千葉県国民健康保険団体連合会_https://www.kokuhoren-chiba.or.jp/medical/pdf/news187.pdf
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.8. 検討経緯：受給者番号の一意性の確保

参考：社会保険診療報酬支払基金_医科_オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（令和4年4月版）
_https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/rezept/iryokikan/download/index.files/iryokikan_in_01.pdf
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.8. 検討経緯：受給者番号の一意性の確保

参考：社会保険診療報酬支払基金_医科_オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（令和4年4月版）
_https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/rezept/iryokikan/download/index.files/iryokikan_in_01.pdf
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.8. 検討経緯：受給者番号の一意性の確保

対応方針

• 受給者番号※について、記録条件仕様の変更による他システムへの影響等を考慮し、
現行の受給者番号の桁数及び採番方法を踏襲します。
※受給者番号：6桁+1桁（検証番号）

• 受給者番号の枯渇の懸念があったものの、自治体システムベンダへの照会結果より、当面の間は枯渇する可能性が
低い（論理的に取りうる組合せ数：10^6 = 100万通り）。

• 自治体システムベンダへの照会結果は以下の通り。
※月次のデータ
＜政令市＞
Ａ福祉事務所（被保護者数：約8,600人 新規被保護者数：約65人）
⇒65人×12月 = 780（1年間で新規採番される受給者番号）
Ｂ福祉事務所（被保護者数：約7,300人 新規被保護者数：約40人）
⇒40人×12月 = 480（1年間で新規採番される受給者番号）

＜中核市、都内特別区＞
Ｃ福祉事務所（被保護者数：約12,000人 新規被保護者数：約100人）
⇒100人×12月 = 1,200（1年間で新規採番される受給者番号）
Ｄ福祉事務所（被保護者数：約9,200人 新規被保護者数：約90人）
⇒90人×12月 = 1,080（1年間で新規採番される受給者番号）

• C福祉事務所で試算すると...
初期データ登録時：12,000件登録 → 1,000,000-12,000=988,000
①）受給者番号枯渇までの期間：988,000/1,200 = 約820年
②）受給者番号枯渇までの期間（安全係数:5）： 988,000/6,000 = 約164年
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.8. 検討経緯：受給者番号の一意性の確保

• データの一意性を確保するため、被保護者個人単位で受給者番号を固定する。また、同一福祉事務所内で
1度被保護者に採番した受給者番号を他の被保護者に採番することはできない。

• 同一福祉事務所内、同一の個人番号の被保護者に対して保護の再開・再決定時に、過去にその被保護者
に採番していた受給者番号を再度利用するかは、付帯作業/留意事項の内容を参考にしつつ、福祉事務所
ごとに判断する。

①
保護の決定～保護の停止/廃止
※被保護者：a
※福祉事務所：A

• 被保護者個人単位で受給者番号を固定す
る（保護の廃止/停止まで継続して同じ受給
者番号を利用する）。
※公費負担者番号：12131111
※受給者番号：1111111

運用

②
保護の再開・保護の再決定時
※被保護者：a
※福祉事務所：A

• ①と同じ受給者番号を採番する。
※公費負担者番号：12131111
※受給者番号：1111111

• ①と異なる受給者番号を採番する。
※公費負担者番号：12131111
※受給者番号：2222222

【留意事項】

• 同一の福祉事務所内で過去に被保護者
（a）に採番した受給者番号を、異なる
被保護者（b）に採番することはできない。

付帯作業/留意事項

【付帯作業】

• ②の保護再開時に、①で登録していた過
去の情報を紐づけて②の資格情報等を
登録する必要がある。

【付帯作業】

ー
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.9. 検討経緯：データ連携・管理単位

• 1つの自治体に複数の福祉事務所が紐づく場合（政令市等）、「①自治体単位」、「②福祉事務所単位」
の中から自治体ごとにデータ連携・管理単位を選択する。

福祉事務所：A

生活保護システム端末

公費負担者番号：
12131111

福祉事務所：B

生活保護システム端末

本庁（県庁・市役所等）

生活保護システム用サーバー

保険者コード：11111

支払基金・中央会

医療保険者等向け
中間サーバー等

保険者コード：11111①
自治体

【福祉事務所→中間サーバー等へのデータ連携時】

• A福祉事務所で被保護者の資格情報等を登録し、
その後、同一の被保護者がB福祉事務所に異動し
た場合 、B福祉事務所は最新の資格情報等 + 
A福祉事務所での資格情報等を連携する必要が
ある。

【中間サーバー等→福祉事務所へのデータ連携時】

• 中間サーバー等では、福祉事務所に連携するデー
タを「保険者コード」で纏めるため、左記の自治体
単位でのデータ連携を行う場合、福祉事務所ごと
にデータ分割を行う必要がある。

福祉事務所：A

生活保護システム端末

福祉事務所：B

生活保護システム端末

本庁（県庁・市役所等） 支払基金・中央会

医療保険者等向け
中間サーバー等

保険者コード：11111

②
福祉事務所

【福祉事務所→中間サーバー等へのデータ連携時】

• 本庁で複数の福祉事務所のデータを中央管理して
いる場合、福祉事務所ごとにデータを分割して管理
する必要がある。

データ連携・管理単位 イメージ 付帯作業

保険者コード：22222

保険者コード：11111

保険者コード：22222

公費負担者番号：
12131122

公費負担者番号：
12131111

公費負担者番号：
12131122

公費負担者番号：
12131111

公費負担者番号：
12131122

公費負担者番号：
12131111

公費負担者番号：
12131122

公費負担者番号：
12131111

公費負担者番号：
12131122
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.10. 検討経緯：複数の公費負担者番号を持つ福祉事務所のデータ登録方法

【運用例】

• 複数の公費負担者番号を利用する福祉事務所においては、加入者資格情報・医療券/調剤券情報に最新の公費負担者番
号を登録する。

• 具体的には、（例）区費分の公費負担者番号（12000001）→都費分の公費負担者番号（12000010）に変更され
た際に、最新の公費負担者番号を用いて加入者資格情報・医療券/調剤券情報を更新する運用とする。

変更前：区費分の公費負担者番号利用

加入者資格情報

公費負担者番号 12000001

受給者番号 0000001

資格取得日 2020/4/1

資格喪失日 ー

加入者基本情報

ー ー

個人番号 12345

氏名 生保 一郎

医療券情報

公費負担者番号 12000001

受給者番号 0000001

有効開始年月日 2020/4/1

有効終了年月日 2020/4/30

無効

変更後：都費分の公費負担者番号利用

加入者資格情報

公費負担者番号 12000001

受給者番号 0000001

資格取得日 2020/4/1

資格喪失日 2020/4/16

加入者基本情報

ー ー

個人番号 12345

氏名 生保 一郎

医療券情報

公費負担者番号 12000001

受給者番号 0000001

有効開始年月日 2020/4/1

有効終了年月日 2020/4/15

加入者資格情報

公費負担者番号 12000010

受給者番号 0000001

資格取得日 2020/4/16

資格喪失日 ー

医療券情報

公費負担者番号 12000010

受給者番号 0000001

有効開始年月日 2020/4/16

有効終了年月日 2020/4/30
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.10. 検討経緯：複数の公費負担者番号を持つ福祉事務所のデータ登録方法

【運用例：廃案】

• 2020年4月1日～16日の資格情報の公費負担者番号を特定できないため、下図の更新方法は採用できない。

無効

変更前：区費分の公費負担者番号利用

変更後：都費分の公費負担者番号利用

加入者資格情報

公費負担者番号 12000001

受給者番号 0000001

資格取得日 2020/4/1

資格喪失日 ー

加入者基本情報

ー ー

個人番号 12345

氏名 生保 一郎

医療券情報

公費負担者番号 12000001

受給者番号 0000001

有効開始年月日 2020/4/1

有効終了年月日 2020/4/30

加入者資格情報

公費負担者番号 12000010

受給者番号 0000001

資格取得日 2020/4/1

資格喪失日 ー

加入者基本情報

ー ー

個人番号 12345

氏名 生保 一郎

医療券情報

公費負担者番号 12000001

受給者番号 0000001

有効開始年月日 2020/4/1

有効終了年月日 2020/4/15

医療券情報

公費負担者番号 12000010

受給者番号 0000001

有効開始年月日 2020/4/16

有効終了年月日 2020/4/30

廃案
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.11. 検討経緯：訪問業態のオンライン資格確認における医療扶助の取扱い
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.11. 検討経緯：訪問業態のオンライン資格確認における医療扶助の取扱い
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.11. 検討経緯：訪問業態のオンライン資格確認における医療扶助の取扱い

保険局様資料を抜粋
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.11. 検討経緯：訪問業態のオンライン資格確認における医療扶助の取扱い

• （前提）訪問業態のオンライン資格確認における、医療扶助の要件の流し込みに関しては、システム改修規模を
極小化するため、なるべく医療扶助の独自要件を求めない対応を目指す。

• 訪問業態の契約時に必要な情報に関して、医療保険と同様に医療扶助でも「この情報を確認するべき」と定義さ
れた通知等は存在しない。

<氏名>

漢字、カナ

<被保険者証区分>

01：被保険者証（一般） 02：被保険者証（退職）

03：短期被保険者証（一般）04：短期被保険者証（退職）

05：被保険者資格証明書 06：特例退職被保険者証

07：自衛官診療証 08：生活保護受給者

<一部負担金割合>

10：1割負担 20：2割負担 30：3割負担

※後期高齢者医療制度のみ登録必須とされている為、その他の医療保険制度は空白となる可能性あり

<限度額適用認定証等区分>
<限度額適用認定証等適用区分>
＜特定疾病療養受療証認定疾病区分＞

• 医療保険と同様に漢字、カナ氏
名を連携、表示する。

• 生活保護受給者であることを伝える
ため、”08：生活保護受給者”の
項目を追加する。

• 医療券/調剤券情報が登録されて
いるか否かは、医療機関等における
資格確認時に確認する。

医療扶助は対象外

※併用の場合は表示

• 自己負担額は連携対象外とし、医
療機関等における資格確認時に確
認する。
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3. 運用課題検討
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.2.12. 検討経緯：資格重複チェックの要件

【“単独”/”併用”の基準】

• 「有効開始年月日」の年月が処理年月と一致する医療券/調剤券情報に基づき“単独”等を特定する。

• 「単独/併用の別」が“単独”である場合、“単独”とする。①

• 「単独/併用の別」が“併用”である場合、“併用”とする。②

• 「有効開始年月日」の年月が処理年月と一致する医療券/調剤券情報が複数存在し、且つデータ間で「単独/併用の
別」に齟齬がある場合、“単独/併用”とする。③

• 医療券/調剤券情報が1件も登録されていない場合、“未登録”とする。④
※「社会保険状況」は利用しない

【重複チェックの流れ】

• 1.医療扶助の制度内で重複チェックを行う。

• 2.医療扶助 ⇔ 市町村国保/後期高齢保険間で重複チェックを行う。

• 3.医療扶助が①“単独”又は③“単独/併用”のデータ ⇔ 被用者保険間で重複チェックを行う。

【資格重複チェック結果ファイルへの出力】

• 「単独併用状況」の項目を追加し、“単独”又は“単独/併用”を出力する。

医療扶助の
データパターン

資格重複先

重複無し 医療扶助 地域/後期保険 被用者保険

① ー 〇 〇 〇

② ー 〇 〇 ✕

③ ー 〇 〇 〇

④ ー 〇 〇 ✕

〇が資格重複チェック、保険者/
福祉事務所への連携対象

新規項目の出力をなくすことで、

医療保険者システムの改修が不
要になる。
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3. 運用課題検討
3.1. 前提事項
3.2. 運用課題の検討経緯/検討結果
3.3. 本章節に紐づく成果物の一覧
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3. 運用課題検討
3.3. 本章節に紐づく成果物の一覧

本章節「3. 運用課題検討」に紐づく成果物の一覧を以下に整理しました。

本章節に紐づく成果物の一覧

成果物名

生保オン資_キックオフミーティング資料_Ver1.0_20220407

生保オン資_中間報告資料_Ver.1.0_20221104

生保オン資_最終報告会資料_Ver.1.0_20230322

開催要綱

議事次第_第1回目

令和４年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者WG）
（第１回）資料

議事次第_第2回目

令和４年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者WG）
（第２回）資料

生保オン資_キックオフミーティング資料_Ver1.0_20220407

生保オン資_中間報告資料_Ver.1.0_20221104

令和4年度報告書_Ver1.0


